
別表第１ 

基準点数 

保護者が小学校就学前子どもを保育できない理由、状況等 点数 

就労（内職

を除く。） 

月２０日勤務として、１日の就労時

間 

８時間以上 ２０ 

７時間以上 １８ 

６時間以上 １６ 

５時間以上 １５ 

４時間以上 １４ 

４時間未満 ８ 

内職 
月２０日勤務として、１日の就労時

間 

７時間以上 １４ 

５時間以上 １２ 

４時間未満 １０ 

心 身 障 が

い、疾病又

は負傷（診

断書がある

場合は、診

断書を優先

する。） 

身体障がい者手帳１・２級の交付を受けている場合 ２１ 

身体障がい者手帳３・４級の交付を受けている場合 １４ 

身体障がい者手帳５・６級の交付を受けている場合 １０ 

療育手帳Ａ判定の交付を受けている場合 ２１ 

療育手帳Ｂ判定の交付を受けている場合 １７ 

精神障がい手帳１級の交付を受けている場合 ２１ 

精神障がい手帳２級の交付を受けている場合 １８ 

精神障がい手帳３級の交付を受けている場合 １５ 

診断書提出（診断書の内容によって点数を決定する。）

の場合 
５～３０ 

介護（別居

の親族を含

み、特別養

護老人ホー

ム入所の場

合を除く。） 

自宅で、要介護４・５の認定を受けた者を介護している

場合 
２０ 

自宅で、要介護３の認定を受けた者を介護している場合 １８ 

自宅で、要介護１・２の認定を受けた者を介護している

場合 
１６ 

身体障がい者手帳１･２級、療育手帳Ａ判定又は精神障

がい手帳１級の交付を受けた者を介護している場合 
２０ 



入院付添の場合 
１０～ 

１６ 

診断書提出者を介護（診断書の点数から－３する。）し 

ている場合 
２～２７ 

家庭の災害 居宅が損壊した場合 ２２ 

妊娠・出産 出産予定前８週後８週である場合 ２０ 

就学 

 

月２０日就学として、１日の就学時

間 

８時間以上 ２０ 

７時間以上 １８ 

 

 ６時間以上 １６ 

５時間以上 １５ 

４時間以上 １４ 

４時間未満 ８ 

求職中 

求職中の場合 １ 

母子又は父子家庭の求職中の場合 ５ 

求職中以外の認定に必要な書類の提出がない場合 １ 

生計中心者が求職中である場合 ５ 

就労時間が２.４時間未満かつ求職中である場合 １ 

その他 
府令第１条の５第８号に該当するおそれがあり、緊急度

の高い場合  

備考 

   就労等の時間が不規則な場合は、月２０日の就労等とし、その平均の時間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 


